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平成 28 年 8 月 31 日 

各  位 

会 社 名 株式会社 オ オ バ 

代表者名 代表取締役社長執行役員 （ＣＥＯ） 辻本 茂 

（コード：９７６５ 東証第１部） 

問合せ先 取締役執行役員営業本部長    清水 雄 

（TEL.０３－３４６０－０１１１） 

 
 

相続による不動産売却に特化した新サービス 

「相続おまかせＷサポート」の開始に関するお知らせ 

～オーダーメイド型入札売却という新提案×相続コンサルティングのダブルの力で相続をサポート～ 

 

平成27年12月に包括的業務提携契約を締結したまちづくり総合建設コンサルタントの(株)オオバ

（本社・東京都目黒区青葉台、社長・辻本茂）と国内最大規模の辻・本郷税理士法人（本店・東

京都新宿区新宿、理事長・徳田孝司）の共同で、相続による不動産売却をご検討の方への新サー

ビス「相続おまかせWサポート」を開始しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．相続時における不動産売却の課題点 

 

身近な人の相続をむかえた方は、悲しみにくれながら故人のさまざまな手続きを行うとと

もに、10カ月という申告期限に向けて「遺産分割協議」「相続税の算定」「不動産の売却」

「相続税の納付」という手続きをしていかなければなりません。 

 

一般に相続をむかえた方の課題点は大きく２つあげられます。 

２つの課題の解決に当たっては、不動産仲介⇔税理士の綿密な連携のもとで相続

サポートを行う必要がありますが、一般に相続で大きくクローズアップされるのは
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相続税支払いのための不動産売却の側面であり、必ずしも両者の連携がスムーズで

はないケースも見受けられます。 

私どもオオバは一般的な不動産会社とは異なる建設コンサルタント会社ならでは

の強みを生かし、きめ細やかな不動産売却をご提案するとともに、税務分野別に特

化した専門チームによる総合力No.1の辻・本郷税理士法人との連携により、お客様

に寄り添った相続サポートをさせていただきます。 

 

２．相続による不動産売却に特化した新サービス「相続おまかせWサポート」の概要 

 

ポイント１：不動産売却×相続コンサルのダブルの力で相続をサポート 

 

ポイント２：お客様ご自身で選択できるオーダーメイド型入札売却という新提案 

「セレクトONE」 

 

ポイント３：税理士×不動産仲介の連携のもと、10カ月以内の相続税申告期限までの 

手続き完全サポート 

 

３．不動産売却と相続コンサル２つのサポートサービスの特徴 
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４．業務提携先の会社概要（平成28年8月現在） 

① 名 称 辻・本郷税理士法人 

② 所 在 地 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階 

③ 代 表 者 徳田 孝司 

④ 事 業 内 容  税理士事務所 

⑤ 出  資  金 668万円 

⑥ 設立年月日  平成14年4月1日 

 

５．お問合せ先 

株式会社オオバ  〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-4-12 

担当：事業ソリューション部 清水・岡田・藪野（やぶの）まで 

TEL：03-3460-0166  FAX：03-3460-7220 

メール：contact@k-ohba.co.jp 

  

６．今後の見通し 

当該業務提携が当期の業績に与える影響は軽微であります。 

以上 


